
公 職 選 挙 法（抜 粋） 

（選挙運動の期間） 

第 129 条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第 86条第 1項から第 3項まで若しく

は第 8項の規定による候補者の届出、第 86条の 2第 1項の規定による衆議院名簿の

届出、第 86条の 3第 1項の規定による参議院名簿の届出（同条第 2項において準用

する第 86条の 2第 9項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出）

又は第 86条の 4第 1項、第 2項、第 5項、第 6項若しくは第 8項の規定による公職

の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することがで

きない。 

 

（文書図画の掲示） 

第 143 条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの

（衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては、第 1号、第 2号、第 4号、第 4号の 2

及び第 5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの）のほかは、

掲示することができない。 

一  選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちょう

ちん及び看板の類 

二  第 141 条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて

使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類 

三  公職の候補者が使用する たすき、胸章及び腕章の類 

四  演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちょうちん及び看

板の類 

四の二  屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類 

四の三  個人演説会告知用ポスター（衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員

又は都道府県知事の選挙の場合に限る。） 

五  前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター（参議院比例

代表選出議員の選挙にあっては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するもの

に限る。） 

2〜15 （略） 

16 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者（公職にある者を含む。以下この

項において「公職の候補者等」という。）の政治活動のために使用される当該公職の

候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する

文書図画及び第 199 条の 5第 1項に規定する後援団体（以下この項において「後援

団体」という。）の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書

図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第 1項の禁止行為に該当する

ものとみなす。 



一  立札及び看板の類で、公職の候補者等 1人につき又は同一の公職の候補者等に係る

後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等

又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じ

て 2を限り、掲示されるもの 

二  ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これ

らに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの（公職の候補者等若しくは後援団

体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成

員であることを表示するために掲示されるもの及び第 19項各号の区分による当該選

挙ごとの一定期間内に当該選挙区（選挙区がないときは、選挙の行われる区域）内に

掲示されるものを除く。） 

三  政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会（以下こ

の号において「演説会等」という。）の会場において当該演説会等の開催中使用され

るもの 

四  （略） 

17〜19 （略） 

 

（選挙運動に関する各種制限違反、その一） 

第 243 条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は 50 万円以下の罰金に処

する。 

一～三 （略） 

四  第 143 条又は第 144 条の規定に違反して文書図画を掲示した者 

五～  （略） 

 


